
医療審議会の組織見直しについて 

 

 

○ 見直しの概要（案） 

   医療審議会と他の県の会議との関係がわかりにくくなっているため、医

療審議会の審議事項等を整理し、他の会議との関係を明確化する。 

 

  １ 部会の所掌事務を整理し、名称を変更するため、愛知県医療審議会運

営要領を改正する。 
 
  ２ 他の会議との位置付けを表した関係図を作成する。 

 

 

（参考） 医療審議会の設置根拠等 

   〈医療法第７１条の２〉 

     この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、

都道府県知事の諮問に応じ、都道府県における医療を提供する体制の確保に

関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置

く。 
 

     ① 医療法等の規定により医療審議会の審議が必要とされているもの 

・地域医療支援病院の承認（第４条第２項）    
・（公的）病院開設等の不許可処分、（公的）病院等の未使用病床削減措

置の命令（第７条の２第６項） 
・地域医療支援病院の承認の取消（第２９条第５項） 
・医療計画の策定又は変更（第３０条の４第１２項） 
・病床数の増加等への勧告（第３０条の１１）    
・社会医療法人の認定（第４２条の２第２項） 
・医療法人設立認可等（第４５条第２項）      
・医療法人解散認可等（第５５条第７項） 
・医療法人への業務停止命令等（第６４条第３項）  
・社会医療法人の認定の取消（第６４条の２第２項） 
・医療法人の設立認可の取消 （第６６条第２項） 
・病院等の人員の増員又は業務停止命令（施行規則第２２条の４の２） 
 

 

② 国の通知等により医療審議会の審議が必要とされているもの 

・病床過剰医療圏における病床数の増加等について勧告しない場合 
・法第 30条の 4第 6項、第 7項及び第 8項に基づく特定の病床の特例
等を適用する場合 
・診療所における病床開設許可の例外として、法施行規則第 1 条の 14
第 7項第 1～3号を適用する場合 

 
  

 

 

 

１ 部会の見直し   

現 行 見直し案 

○医療法人部会 

 ・医療法人に関すること。 

   医療法人の設立・解散の認可、

業務の停止命令、設立認可の取

消等 

 

○許認可部会 

  現行と同じ 

○医療計画部会 

・医療計画（ただし、救急医療、災

害医療、へき地医療及び地域医療

に関することを除く。）に関するこ

と。 

  医療計画の作成、病床整備計画

の審査等 

○医療体制部会   

・医療計画に関すること。 

  医療計画の作成（地域医療ビジ

ョンを含む。）、病床整備計画の

審査等 
 

 

○医療対策部会   

・救急医療、災害医療、へき地医療

及び地域医療に関すること。 

地域医療支援病院の承認、救命救

急センター指定や災害拠点病院

の指定、保健医療従事者の確保対

策等 

 

 

 （地域医療対策協議会を兼ねる。） 

○５事業等推進部会   

・５事業及び在宅医療の確保に関す

ること。 

地域医療支援病院の承認、救命

救急センター・災害拠点病院・

へき地医療拠点病院・診療所・ 

周産期母子医療センター・小児

救命救急センターの指定等 

 

・保健医療従事者の確保に関するこ

と。 

 

 

２ 他の会議との位置付けを表した関係図 

  別紙図のとおり 

 

３ 医療審議会組織の見直し時期 

平成２６年８月１日（医療審議会委員改選日） 

資料５－１ 



・認知症疾患医療センターの配置計画策定、指定等
　　　　　　　　　　　　　　　（精神保健福祉法）

医療体制部会 ≪要領≫
【医療福祉計画課】

有識者会議 ≪要領≫
【医療福祉計画課】

・医療計画（県計画、医療圏計画）
　（病床整備計画を含む）

（・地域医療ビジョン）

認知症疾患医療センターの指定
に関する検討会議 ≪要綱≫
　  【こころの健康推進室】

精神科救急医療システム協議会 ≪要領≫
【こころの健康推進室】

健康づくり推進協議会 ≪要綱≫
【健康対策課】

・がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策、
　歯科保健医療対策　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進法）

精神保健福祉審議会
≪精神保健福祉法任意≫≪条例≫
【こころの健康推進室】

・精神保健医療対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（精神保健福祉法）

医療従事者確保対策
（医療法）

女性医師確保に係る委員会 ≪要領≫
研修医募集定員の調整に係る委員会 ≪要領≫
ナースセンター事業運営委員会 ≪要領≫

【医務国保課】

医療審議会の組織の見直し（案）

医師派遣に係る大学間協議会 ≪要領≫
【医療福祉計画課】

地域医療連携検討ワーキンググループ ≪要領≫
【医療福祉計画課】

許認可部会 ≪要領≫
【医務国保課】

・医療法人設立

医療審議会 ≪医療法義務≫

・新型インフルエンザ等対策
　　　　　　　　　　　　　　（新型インフルエンザ等対策特別措置法）

肝炎診療協議会
≪肝炎患者等支援対策事業実施要綱≫≪要領≫

【健康対策課】

・肝炎対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（肝炎対策基本法）

医療安全推進協議会
≪医療安全支援センター運営要領≫≪要領≫

【医務国保課】

・医療安全対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療法）

・難治性の疾患対策
（特定疾患治療研究事業実施要綱）※難病新法について今国会に提出予定

難病新法を踏まえて検討組織の設置を検討
（予定）

【健康対策課】

・病院群輪番制及び城山病院後方支援体制による
　精神科救急医療対策等　　　　（精神保健福祉法）

予防接種広域化調整会議 ≪要領≫
麻しん対策会議 ≪要領≫

【健康対策課】

・予防接種広域化の調整、麻しんの予防
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予防接種法）

衛生対策審議会
≪生活衛生関係営業の適正化及び
振興に関する法律（義務）≫≪条例≫

【医療福祉計画課】

結核対策推進会議 ≪要綱≫
【健康対策課】

・結核対策
　　　　　（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）

エイズ対策会議
≪エイズ対策の推進（通知）≫≪要領≫

【健康対策課】

・エイズ対策
　　　　　（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）

・衛生に関する重要事項･･･愛知県感染症予防計画
・生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく
　審議会としても位置づけ
　　　　　　　　（生活衛生関係営業の適正化及び振興に関する法律）

新型インフルエンザ等専門家会議 ≪要綱≫
【健康対策課】

圏域保健医療福祉推進会議 ≪要領≫
【医療福祉計画課】

・保健/医療/福祉分野の施策等に関する
　連絡調整、意見交換

　　　　は、医療計画策定にあたり、
関係分野の医療提供体制の確保に

係る素案の検討の流れ

母子保健運営協議会
≪都道府県等及び市町村における
母子保健事業指針≫≪要綱≫

【児童家庭課】

・母子保健事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（母子保健法）

薬事審議会 ≪薬事法任意≫≪条例≫
医薬分業適正化協議会 ≪要領≫
献血推進協議会 ≪要綱≫

骨髄バンク登録推進調整会議 ≪要領≫
【医薬安全課】

・薬事に関する重要事項、医薬分業の推進対策、血液確保対策、
　骨髄バンク推進対策
（薬事審議会：薬事法、献血推進協議会：安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律、骨髄バンク登録推進調整会議：移植に用いる造血幹細
胞の適切な提供の推進に関する法律）

在宅医療推進協議会の設置を検討（予定）
【医務国保課】

救急医療
（医療法）

災害時における医療
（医療法）

へき地の医療
（医療法）

周産期医療
（医療法）

小児救急医療を含む小児医療
（医療法）

在宅医療
（医療法）

【別紙】

国の動向を踏まえて検討（予定）
【医務国保課】

災害医療協議会 ≪要領≫
【医務国保課】

へき地医療支援計画策定会議 ≪要領≫
【医務国保課】

周産期医療協議会 ≪要領≫
【医務国保課】

小児救急担当病院等を構成員とする検討組織
の設置を検討（予定）
【医務国保課】

5事業等推進部会 ≪要領≫
（医療法第30条の12に基づく
地域医療対策協議会の位置付けを

合わせ持つ。）
【医務国保課】

・5事業及び在宅医療の提供体制に関すること
　（地域医療支援病院承認、救命救急センター指定、
　　災害拠点病院指定、へき地医療拠点病院・診療所指定、
　　周産期母子医療センター指定、小児救命救急センター指定を含む）
・保健医療従事者の確保対策に関すること


